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2024年度居宅介護に係る報酬・基準について

今回の法改正の論点では

１・居宅介護の特定事業所加算の加算要件の見直し

現行、特定事業所加算の算定にあたり、加算要件の「③重度障害者への対応」、「④中重度障害者への対応」については重度

障害者の人数だけで算定している。障害児には重症心身障害児や医療的ケア児がいるが、重度障害児は特定事業所加算の

算定の対象になっていない。

○ 居宅介護は、障害者だけでなく障害児も支援の対象としており、在宅における医療的ケア児等の支援として、重度障害児への

支援を評価できるよう、特定事業所加算の要件の見直しを検討してはどうか。

○ 具体的には、特定事業所加算の算定にあたり、専門的な支援技術を必要とする重度障害児への支援が評価できるように、

加算要件の「③重度障害者への対応」、「④中重度障害者への対応」の中に、「重度障害児（重症心身障害児、医療的ケア

児）への対応」を追加することについて、検討してはどうか。

※ 障害者を中心に支援を提供している事業所は、重度障害児への支援を行うための人材育成に時間を要するため、現状にお

いて特定事業所加算を取得している事業所については、３年程度の経過措置を検討してはどうか。

２・居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者とする暫定措置について

○ サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、３年以上

介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする」という暫定措置の廃止を検討してはどうか。

※ この場合、「居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者として配置し、当該者が作成した居宅介護計画に

基づいて居宅介護を行う場合は、所定単位数30％減算する」措置を廃止することとなる。

３・通院等の介助等の対象要件の見直しについて

○ 居宅介護の通院等介助等について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、居宅が始点又は終

点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域生活支援事業の地域活動支援センター等から目的地（病院

等）への移動等に係る通院等介助等に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、支援の対象とすることを検討してはどうか。

※これにより、通所系の事業所等が行っていた居宅と事業所間の送迎の一部が不要になる。
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作り方

１

かぶは茎を1cmほど残し、皮をむいてくし形に切る。ポリ袋に入れて塩をふり、軽くもんで10分ほどおく。

2

汁気を優しく絞って器に並べる。A オリーブオイル大さじ1、粗挽き黒コショウ少々、粉チーズ少々を全体にかける。

材料2人分

カブ 3～4個

塩 小さじ1/2

A

オリーブオイル大さじ1

A

粗挽き黒コショウ少々

A

粉チーズ 少々

塩もみしたカブをオリーブオイル

でいただく前菜。とても心地良

い食感、ジューシーなカブとオ

リーブオイルの素晴らしい相性

に驚かされます。

茎はとれやすいので優しく扱って

ください。刻んだニンニクやアン

チョビ、クルミを散らしても

GOOD!

ףּ ףּ ︡ ףּ ︣

ハロウィンの歴史はとても古く、古代ケルト人（紀元前5世紀から紀元前1世紀頃にヨーロッパ中部・西

部で栄えたとされる民族）が行っていた、その年の収穫を祝うとともに悪霊を追い払う儀式（祭）が起源と

されています。ケルト人の1年の終りは10月31日で、この夜は夏の終わりを意味し、冬の始まりでもあり、死

者の霊が家族を訪ねてくると信じられていたが、時期を同じくして出てくる有害な精霊や魔女から身を守るた

めに仮面を被り、魔除けの焚き火を焚いていた。

日本ではあまり馴染みのなかったハロウィンであるが、1990年代後半より始まった東京ディズニーランドのイ

ベントを筆頭として、各地でのハロウィンイベントの開催が増えたこと、さらに2000年代後半より菓子メー

カーが相次いでハロウィン商戦に参入したことなどを契機としながら、ソーシャル・ネットワーキング・サービス

（SNS）の普及にも後押しされて市場規模が拡大、近年では店頭・街中でのハロウィン装飾が見られる

ようになったほか、特に20代の成人による仮装・コスプレのイベントとして日本式にアレンジされたハロウィンが

定着した。


